
電子申請システムを使用した臨時営業許可申請方法 

〔重要〕 

⚫ 販売したい品目について、申請前に保健所にお電話でお問い合わせください。品

目によって、許可が不要または許可できないものがあります。 

お問い合わせ先：西彼保健所 衛生環境課 食品薬務班 095-856-0693 

⚫ 許可書の郵送をご希望の場合は、宛先を記入し切手を貼付した返送用封筒を西彼

保健所まで送付ください。 

⚫ 出店日までに余裕をもって申請してください。 

 

（１）臨時営業許可申請書を記入してください。 

様式は西彼保健所のホームページで取得していただけます。（“長崎県西彼保

健所 臨時営業”で検索すると出てきます。） 

 

（２）長崎県「電子申請システム」にアクセスしてください。 

     電子申請システム トップ画面 

 

ここをクリック 



（４）キーワード「臨時営業」で検索してください。 

 

 

 

 

（５）「食品営業許可申請（臨時営業）」を選択してください。 

 

   ※ここでログインを求められます。ID をお持ちでなかったら利用者登録をお

願いします。 

 

ここに「臨時営業」と入力し、検索 



（６）必要な情報を入力してください。出店先住所が西海市・長与町・時津町であれ

ば、申請窓口は「西彼保健所」を選択してください。添付ファイルの申請書欄

には、（１）で取得・作成した申請書ファイルをアップロードしてください。

なお、納付額は自動入力されます。確認画面に進み、問題なければ「申込む」

を押してください。 

 

（７）保健所で申請内容を確認後、納付期限を設定します。 

自動送信のメールで申請者様に支払い手続きの案内が届きます。 

 

（８）手数料の納付をお願いします。納付方法は、クレジットカード、PayPay、auPAY、

d払い、コンビニ決済から選択ができます。（領収書は出ませんのでご注意く

ださい） 

 

（９）保健所で納付を確認できてから一週間以内に許可証を発行します。許可証発行

後はご連絡差し上げますので保健所まで受け取りにお越しください。（郵送希

望の方は事前に返送用封筒を送付ください） 

 

（１０）出店当日は店舗内の見やすい場所に許可証を掲示してください。 


